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平成20年7月30日
都道府県医師会

　担当理事　殿

日本医師会
　常任理事　内　田　健

馨羅
鯉蘇

「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等

の額の算定等に関する省令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣
が定める事項について」、及びr保険者が社会保険診療報酬支払基金に提

出する特定健康診査等の実施状況に関する結果」等について

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　今般、別添のとおり、　「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高

齢者交付金等の額の算定等に関する省令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大

臣が定める事項」が平成20年7月10目に公布されました。

　また、厚生労働省保険局長より都道府県知事宛てに、　r保険者が社会保険診療報

酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する結果について」、及び厚

生労働省保険局総務課長より、都道府県医療構造改革担当（局）長宛てに、　r保険

者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する結果

に係る記録の様式等について」の通知が、いずれも平成20年7月10目付けで出

されました。併せて本会に対しましても、情報提供がありましたのでお送りいたし

ます。

　なお、本通知は、保険者が特定健診・保健指導の実施結果を年度末に支払基金に

報告する内容等の詳細を記載したものであり、支払基金に提出する方法や様式など

の基本的事項の項目等について示されております。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、よろしくご高配

のほどお願い申し上げます。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
号

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
同
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
年
七
月
十
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
山
自
同
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省

　
　
　
令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
事
項

　
　
ア
　
特
定
健
康
診
査
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」

　
　
　
と
い
う
・
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
た
年
月
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
、

　
　
　
係
る
事
項

一
頁



　
　
便
番
号
に
限
る
。
）

　
　
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

　
　
年
月
日
に
係
る
事
項

　
　
便
番
号
に
限
る
。
）

　
　
診
券
に
係
る
事
項
を
含
む
。
）

　
オ
　
特
定
保
健
指
導
の
結
果
に
係
る
事
項

　
イ
　
特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
た
機
関
に
係
る
事
項

　
ウ
　
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
に
係
る
事
項
（
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
の
生
年
月
日
、
性
別
及
び
郵

　
工
　
特
定
健
康
診
査
の
受
診
券
に
係
る
事
項

　
オ
　
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
係
る
事
項

　
カ
　
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。
）
に
報

二
　
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
事
項

　
ア
　
特
定
保
健
指
導
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
た

　
イ
　
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
た
機
関
に
係
る
事
項

　
ウ
　
特
定
保
健
指
導
を
利
用
レ
た
者
に
係
る
事
項
（
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
の
生
年
月
日
、
性
別
及
び
郵

　
工
　
特
定
保
健
指
導
の
利
用
券
に
係
る
事
項
（
当
該
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
の
受

頁



　
　
定
す
る
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
者
を
い
う
。
）
の
減
少
率
に
係
る

　
　
事
項

　
エ
　
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
支
払
基
金
に
報
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

　
カ
　
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
支
払
基
金
に
報
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

三
　
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
に
関
す
る
事
項

　
ア
　
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
に
係
る
事
項

　
イ
　
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
に
係
る
事
項

　
ウ
　
内
臓
脂
肪
症
侯
群
（
メ
ダ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
の
該
当
者
及
び
予
備
群
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規三

頁
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
九
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
亘
二
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
第
九

項
に
規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
で
あ
る
株
式
会
社
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー
が
製
品
検
査
を
行
う
事
業
所
と
し
て
設
置
し
た

株
式
会
社
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
二
十
日
を
も
っ
て
そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
七
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

変
更
後
の
事
業
所
の
名
称

株
式
会
社
エ
フ
イ
ー
エ
ー
シ
ー

変
更
前
の
事
業
所
の
名
称

株
式
会
社
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
号

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
年
七
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省

　
　
　
令
弟
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
事
項

　
　
ア
　
特
定
健
康
診
査
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」

　
　
　
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
た
年
月
日
に
係
る

　
　
　
事
項

　
　
イ
　
特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
た
機
関
に
係
る
事
項

　
　
ウ
　
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
に
係
る
事
項
（
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
の
生
年
月
日
、
性
別
及
び
郵

　
　
　
便
番
号
に
限
る
。
）

　
　
工
　
特
定
健
康
診
査
の
受
診
券
に
係
る
事
項

　
　
オ
　
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
係
る
事
項

　
　
カ
　
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。
）
に
報
告

　
　
　
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

　
二
　
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
事
項

　
　
ア
　
特
定
保
健
指
導
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
た
年

　
　
　
月
日
に
係
る
事
項

　
　
イ
　
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
た
機
関
に
係
る
事
項

　
　
ウ
　
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
に
係
る
事
項
（
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
の
生
年
月
日
、
性
別
及
び
郵

　
　
　
便
番
号
に
限
る
。
）

　
　
工
　
特
定
保
健
指
導
の
利
用
券
に
係
る
事
項
（
当
該
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
の
受

　
　
　
診
券
に
係
る
事
項
を
含
む
。
）

　
　
オ
　
特
定
保
健
指
導
の
結
果
に
係
る
事
項

　
　
カ
　
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
支
払
基
金
に
報
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

　
三
　
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
に
関
す
る
事
項

　
　
ア
　
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
に
係
る
事
項

　
　
イ
　
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
に
係
る
事
項

　
　
ウ
　
内
臓
脂
肪
症
候
群
（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
の
該
当
者
及
び
予
備
群
（
法
弟
十
八
条
第
一
項
に
規

　
　
　
定
す
る
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
者
を
い
う
。
）
の
減
少
率
に
係
る
事

　
　
　
項

　
　
エ
　
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
支
払
基
金
に
報
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

O
社
会
保
険
庁
告
示
第
二
十
号

　
平
成
十
六
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
十
五
号
（
厚
生
年
金

保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統

合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を

廃
止
す
る
等
の
法
律
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生

年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ

た
年
金
で
あ
る
給
付
の
受
給
権
者
が
そ
の
日
ま
で
に
書
類

等
を
提
出
す
べ
き
日
と
し
て
社
会
保
険
庁
長
官
が
指
定
す

る
日
を
定
め
る
件
）
、
平
成
十
八
年
社
会
保
険
庁
告
示
第

三
十
三
号
（
国
民
年
金
の
年
金
受
給
権
者
が
そ
の
日
ま
で

に
届
書
等
を
提
出
す
べ
き
日
と
し
て
社
会
保
険
庁
長
官
が

指
定
す
る
日
を
定
め
る
件
）
、
平
成
十
八
年
社
会
保
険
庁

告
示
第
三
十
四
号
（
厚
生
年
金
保
険
の
年
金
受
給
権
者
が

そ
の
日
ま
で
に
届
書
等
を
提
出
す
べ
き
日
と
し
て
社
会
保

険
庁
長
官
が
指
定
す
る
日
を
定
め
る
件
）
、
平
成
十
八
年

社
会
保
険
庁
告
示
第
三
十
五
号
（
船
員
保
険
の
年
金
受
給

者
が
そ
の
日
ま
で
に
届
書
等
を
提
出
す
べ
き
日
と
し
て
社

会
保
険
庁
長
官
が
指
定
す
る
日
を
定
め
る
件
）
及
び
平
成

十
八
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
三
十
六
号
（
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府
が
支
給

す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
が
そ
の

日
ま
で
に
届
書
等
を
提
出
す
べ
き
日
と
し
て
社
会
保
険
庁

長
官
が
指
定
す
る
日
を
定
め
る
件
）
に
お
い
て
、
受
給
権

者
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
三
十
四
号
）
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基

礎
年
金
の
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都道府県知事　殿

厚生労働省保険局

保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診輩等の実施状況に関する

結果について

　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という・）第142条の

規定において、社会保険診療報酬支払基金（以下r支払基金」という・）は・保険者に対し・毎

年度、特定健康診査等（法第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健

指導をいう。以下同じ。）の実施状況に関する報告を求やることとされており・高齢者の医療の

確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令（平成19年厚

生労働省令第140号）第44条第2項の規定に基づき、保険者は・基金に対し・毎年度・当該年

度の末目における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を・

報告するとされているところ。

　この特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項については・

今般、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関

する省令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項（平成20年厚生労働省告示

第380号。以下r事項告示」という。）を公布したところであるが・その内容等の詳細について

は下記のとおりとするので、御了知の上、貴都道府県内の市町村及び関係団体等への周知を図

られるとともに、実施に遺漏なきよう願いたい。

記

第1　基本的事項

　一　提出方法及び提出様式

　　1　提出方法
　　　　保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施

　　　状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項（事項告示において規定する事項）

　　　を、電子情報処理組織（保険者が使用する電子計算機（入力装置を含む・以下同じ・）と

　　　支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう・）

　　　を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録（電子的方式・

　　　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
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って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を提出する方

法により、当該年度の翌年度の11月1日までに報告すること。

2　提出に用いる様式

（1）事項告示において規定する事項の内容の詳細については、別紙のとおりとする・な

　　お、別紙における別表6r特定健診等の実施及びその成果の集計情報ファイル（以下

　　　「集計時報ファイル」という。）」の作成に当たっては、第2を参考とすること。

　（2）保険者が1の様式を支払基金に提出するに当たっての電磁的記録にづいては・皿

　　で記述するものとする。

二　報告対象

　1　報告対象となるのは、報告対象年度における、特定健康診査及び特定保健指導の実施

　　に関する基準（平成19年厚生労働省令第157号。以下r実施基準」という。）第1条第

　　1項の規定に基づく特定健康診査の対象者（特定健康診査の実施年度中に40歳以上74

　　歳以下に達する、実施年度の4月1目時点での加入者）及び実施基準第4条第1項の規

　　定に基づく特定保健指導の対象者のうち、次の（1）及び（2）に掲げる者を除いた者の実施

　　状況に関する結果である。

　　（1）　特定健康診査等の実施年度途中における加入及び脱退等の異動者（但し、年度末の

　　　3月31目付けで脱退した者は除外しない（報告対象に含める）ものとする。また、

　　　第2の二の1の（2）のみ異動者も含めた集計を行うものとする）

　　（2）　特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚

　　　生労働大臣が定める者（平成20年厚生労働省告示第3号）に規定する各項のいずれ

　　　かに該当する者と保険者が確認できた（確認できたことを証するものを保険者にて保

　　　管しておくこと）もの

2　提出対象となる特定健診・特定保健指導情報ファイル

　（1）　特定健康診査の実施状況に関する結果（別紙における特定健診情報ファイル）

　　　報告対象年度に実施した特定健康診査の結果（特定健康診査に相当する他の健康診

　　断（実施基準第2条に規定する健康診断。以下r他の健康診断」という。）を受診し

　　た者の当該健康診断に関する記録の写しを保険者において保管している場合は、こ

　　れも含む）のうち、必要な全ての項目を実施した結果のみならず、欠損している項

　　目があっても、実施した項目により積極的支援の対象者や動機付け支援の対象者、

　　あるいは特定保健指導の非対象者であることを確定できる結果も提出するものとす

　　る（第2の二の1の（6）の「評価対象者数」に算入できた者の結果が提出対象となる）。

（2）特定保健指導の実施状況に関する結果（別紙における特定保健指導情報ファイル）

　　報告対象年度の特定健康診査の結果を用いて実施した特定保健指導のうち、報告期

　限までに完了（ここで言う完了とは、全ての指導が完了した場合のみではなく、途

　中で脱落したことにより終了が確定した場合も含む）した結果を提出するものとす
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る（幸良告対象年度末までに完了した結果のみではないことに注意）。

　なお、報告期限までに完了できなかったものの、その後完了した特定保健指導の実

施状況に関する結果については、報告対象年度の翌年度の報告に含めることとし・

報告対象年度の集計情報ファイルにおける特定保健指導の終了者数の集計からは除

外する。その場合、報告対象年度の翌年度の報告において、報告対象年度における

特定保健指導の終了者が、報告対象年度の翌年度の特定保健指導も利用し終了して

いたとしても、併せて報告することはできない（同一年度における報告において複

数の報告は認められないので、報告対象年度の終了結果、又は翌年度の終了結果の

いずれかを選択し報告する）ことに注意し、特定保健指導の実施スケジュールにお

いて、できる限り実施年度を大幅に超えない（あるいは報告期限を超えない）よう

工夫されたい。詳細は第2の三の2を参照のこと。

第2　特定健康診査等の実施及びその成果の集計に関する事項

　一　集計情報ファイルの作成について

　　1　集計情報ファイルの構成

　　　　第1の二の1に示した報告対象となる者を次の（1）から（17）までに区分し、その区分毎

　　　にそれぞれ二に掲げる事項について集計したファイルを作成するものとする。

　　　　なお、（1）から（14）のいずれかにおいて、報告すべき者がいない性・年齢階層がある場

　　　合、当該性・年齢階層のファイルについては各事項に0を記録する（いかなる場合であ

　　　っても必ず17のファイルを作成し提出する）。

　　　（1）40歳から44歳までの男性

　　　（2）40歳から44歳までの女性

　　　（3〉45歳から49歳までの男性

　　　（4）45歳から49歳までの女性

　　　（5）50歳から54歳までの男性

　　　（6）50歳から54歳までの女性

　　　（7）55歳から59歳までの男性

　　　（8）55歳から59歳までの女性

　　　（9）60歳から64歳までの男性

　　　（10）60歳から64歳までの女性

　　　（11）65歳から69歳までの男性

　　　（12）65歳から69歳までの女性

　　　（13）70歳から74歳までの男性

　　　（14）70歳から74歳までの女性

　　　（15）全年齢層（40歳から74歳まで）の男性

　　　（16）全年齢層（40歳から74歳まで）の女性

　　　（17）全年齢層（（1）から（14）までの合計）
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2　集計清報ファイルの作成に当たっての留意事項

　集計時報ファイルの作成に当たっては、次の（1）から（4）に留意すること。

　（1）　r昨年度」欄においては特定健康診査等の実施年度の前年度の集計結果をそのまま

　　記録し、r増減」欄においては特定健康診査等の実施年度の集計結果（r今年度」欄）

　　と特定健康診査等の実施年度の前年度の集計結果（r昨年度」欄）との差異（r昨年度」

　　欄の数値からr今年度」欄の数値を減じた数（単位が％の項目についてもそのまま減

　　算した結果を記録）。なお、r今年度」欄やr昨年度」欄に小数点以下の数値が発生す

　　る場合は、それぞれの欄において（4）に示す方法で端数処理を行った後に差異の計算

　　を行う）を記録する。

　（2）　平成20年度の実施分（平成21年11月1目までに報告）に限り、r昨年度」欄及び

　　r増減」欄は作成せず、両欄については平成21年度の実施分以降必ず記録すること

　　とする。また、二の4の（1）、二の5の（1）に掲げる事項等昨年度の記録を必要とする

　　項目についても、同様の取扱いとする。

　（3）二に掲げる集計事項のうち、4から6まで並びに7の（1）から（14）までについては、

　　当面（少なくとも平成24年度実施分の提出（平成25年11月1日までに報告）まで

　　は）、算出可能な保険者のみ記録することとする。但し、7の（15）から（17）までを算

　　出するためには、7の（1）以降に掲げる事項を記録しなくとも、7の（1）（6）（8）（13）の

　　数値は必要となることに注意されたい。

　（4）二に掲げる集計事項のうち、健診受診率や内臓脂肪症侯群該当者の割合等小数点以

　　下の数値が生じうる事項については、小数点以下第2位で四捨五入を行い、小数点以

　　下第1位までの値で記録することとする。なお、小数点以下の数値が生じない場合は

　　小数点以下第1位については0を記録する。

二　集計事項について

　1　全体的事項

　　（1）特定健康診査対象者数

　　　　r特定健康診査対象者数」については、第1の二の1に示した報告対象となる者の

　　　数とする。

（2）特定健康診査の対象となる被扶養者の数

　　「特定健康診査の対象となる被扶養者の数」については、報告対象年度中に40歳

　以上74歳以下に達する、報告対象年度の4月1目時点での被扶養者の数とする。（こ

　こでいう「被扶養者」とは、法第7条第3項第6号及び同項第7号に規定するもの

　をいう。）

　　この項目のみ第1の二の1に示した報告対象となる者とは異なり、（1）のr特定健

　康診査対象者数」のうちの被扶養者の数ではないことに注意されたい。

　　なお、この項目については、被用者保険の保険者のみ記録することとする。
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（3）　（2）のうち、特定健康診査受診券を配布した者の数

　　　「（2〉のうち、特定健康診査受診券を配布した者の数」については、（2）の「特定健

　康診査の対象となる被扶養者の数」に含まれる者のうち、保険者が特定健康診査の

　受診券を配布した者の数とする（発券枚数ではなく配布した者の数であることに注

　意。例えば1人に再発行等行った場合でも集計時の数は1である）。

　　なお、被扶養者に対する特定健康診査の実施に当たり受診券を使用しない場合（被

　保険者証のみで受診可とする場合等）であっても、特定健康診査の対象となる被扶

　養者に対し、個別に受診方法等の案内を配布し、その案内に従って受診先の予約等

　必要な手続を行えば受診できるようになっている場合は、その案内を配布した者の

　数も集計に含めることとする。

　　この項目については、被用者保険の保険者のみ記録することとする。

（4）特定健康診査受診者数

　　　r特定健康診査受診者数」については、（1）のr特定健康診査対象者数」のうち、

　実施基準第1条第1項各号に定める項目の全てを、r特定健康診査及び特定保健指導一

　の実施について（平成20年3月10目　健発第0310007号、保発第0310001号。以

　下「実施通知」という。）」第一に掲げる事項を踏まえ特定健康診査を実施した者の

　数とする

　　他の健康診断を受診した者の当該健康診断に関する記録の写しを保険者において

　保管している場合は、当該健康診断を受診した者については、特定健康診査受診者

　数にも含むものとする（但し、他の健康診断が特定健康診査の項目の一部しか実施

　していない場合は、不足する項目について保険者等において追加実施することによ

　り特定健康診査の項目の全てが実施された特定健康診査に関する結果のみを特定健

　康診査受診者数に含めること）。

　　なお、次のアからウまでに該当する場合に限り、特定健康診査の項目を省略（ある

　いは代替）しても特定健康診査を実施したとみなすことができることから、特定健

　康診査受診者数に含めることとする。

　ア　特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第2項の規定に基づ

　　き厚生労働大臣が定める基準（平成20年厚生労働省告示第5号。以下「省略基準

　　告示」という。）に規定する基準に基づき、医師が必要ないと認めるときは、腹囲

　　の検査を省略することができる。

　イ　実施基準第1条第3項の規定に基づく内臓脂肪の面積の測定を行った場合は、

　　実施基準第1条第1項第3号の腹囲の検査を行ったものとみなす。

　ウ　生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者へ

　　の尿検査は省略することができる（その場合、別紙の特定健診時報ファイル中「健

　　診結果・質問票情報」におけるr医師の診断（判定）」欄に上記のようなやむを得ず

　　実施できなかった理由が示されている等、測定が不可能であったことが判別できる

　　必要がある）。
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（5）健診受診率

　　　r健診受診率」については、（4）のr特定健康診査受診者数」を（1）のr特定健康診

　査対象者数」で除し、lOOを乗じ算出した値とする。なお、特定健康診査及び特定保

　健指導の適切かっ有効な実施を図るための基本的な指針（平成20年厚生労働省告示

　第150号。以下r基本指針」という。）第2の一に掲げる特定健康診査の実施率に該

　当するものであることから、後期高齢者支援金の加算・減算の措置を講じる場合に

　は、この値（全年齢層での値）を参考にすることとなる。

（6）評価対象者数

　　　「評価対象者数」については、実施基準第1条第1項各号に掲げる特定健康診査の

　項目の一部が実施できなかったために（4）のr特定健康診査受診者数」には算入でき

　ないものの、実施した特定健康診査の項目から実施基準第7条第2項及び第8条第2

　項の規定に基づき特定保健指導の対象者あるいは非対象者と確定できる者を、（4）の

　　「特定健康診査受診者数」に加えた数（つまり、欠損している項目があっても、実

　施した項目により積極的支援の対象者、動機付け支援の対象者、あるいは特定保健

　指導の非対象者（第3の二の5の（6）に示すように、別紙の特定健診情報ファイル中

　　「健診結果・質問票情報」の「BMI」欄に20未満の値が記録されており、かつ「腹

　囲」の欄に結果が記録されていない場合に、r保健指導レベル」の欄にr3：なし」

　ではなくr4：判定不能」と記録されている場合も含む。）であることを確定できる場

　合には、評価対象者に含む）。

　　なお、実施基準第4条の規定により、BMIが25以上であっても腹囲が欠損してい

　る場合は、特定保健指導の対象者と確定されないことに注意されたい。

2　内臓脂肪症候群に関する事項

　（1）　内臓脂肪症候群該当者数

　　　「内臓脂肪症候群該当者数」については、1の（6）の「評価文橡者数」に含まれる

　　者のうち、内臓脂肪の蓄積（次のアに該当）に加え、次のイからエまでの2つ以上

　　に該当する者の数（別紙の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の「メ

　　タボリックシンドローム判定」欄においてr1：基準該当」と記録された者の数を集

　　計）とする。

　　ア　内臓脂肪蓄積：腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上（CTスキャン等での

　　　測定により内臓脂肪面積が100c皿2以上の場合は、これに代える。なお、腹囲と内

　　　臓脂肪面積の両方を測定している場合は、内臓脂肪面積の結果を優先し判定に用い

　　　る。）

　　イ　血中脂質：中性脂肪150mg／dl以上　かつ／またはmLコレステロール40mg／dl

　　　未満（空腹時採血でない場合も当該基準を用いて判定する）　かつ／または　高ト

　　　リグリセライド血症に対する薬剤治療あるいは低mLコレステロール血症に対す

　　　る薬剤治療（脂質異常症に対する薬剤治療を受けているが、高トリグリセライド血

　　　症に対する薬剤治療あるいは低｝DLコレステロール血症に対する薬剤治療か否か

　　　が明らかでない場合については、血中脂質に関する項目に該当すると判断する。）
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ウ　血圧：収縮期血圧130㎜Hg以上　かつ／または　拡張潮血圧85㎜Hg以上　かつ／

　または　高血圧に対する薬剤治療

工　血糖：空腹時血糖110mg／dl以上　かつ／または　ヘモグロビンAlc5．5％以上　か

　つ／または　糖尿病に対する薬剤治療（なお、空腹時血糖とヘモグロビンAlcの両

　方を測定している場合は、空腹時血糖の結果を優先し判定に用いる。）

（2）　内臓脂肪症侯群該当者割合

　　　r内臓脂肪症候群該当者割合」については、（1）のr内臓脂肪症候群該当者」を、1

　の（6）の「評価対象者数」で除し、100を乗じて算出した値とする。

（3）　内臓脂肪症侯群予備群者数

　　　r内臓脂肪症侯群予備群者数」については、1の（6）のr評価対象者数」に含まれ

　る者のうち、内臓脂肪の蓄積（（1）のアに該当）に加え、（1）のイからエまでの1つ

　に該当する者の数（別紙の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の「メ

　タボリックシンドローム判定」欄でr2：予備群該当」と記録された者の数を集計）

　とする。

（4）　内臓脂肪症候群予備群者割合

　　　r内臓脂肪症侯群予備群割合」については、（3）のr内臓脂肪症候群予備群」を、1

　の（6）の「評価対象者数」で除し、100を乗じて算出した値とする。

3　服薬中の者に関する事項

　（1）高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数

　　　r高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数」については、別紙の特定健診

　　情報ファイル中r健診結果・質問票情報」のr服薬1（血圧）」の欄に「1：服薬あり」

　　と記録される者の数とする。

（2）高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合

　　　r高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合」については、（1）の「高血

　圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数」を、1の（6）の「評価対象者数」で除

　し、100を乗じて算出した値とする。

（3）脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数

　　　r脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数」については、別紙の特定健

　診情報ファイル中「健診結果・質問粟漬報」の「服薬3（脂質）」の欄に「1：服薬あ

　り」、と記録される者の数とする。

（4）脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合

　　　r脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合」については、（3）の「脂

　質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数」を、1の（6）の「評価対象者数」
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で除し、100を乗じて算出した値とする。

（5）糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数

　　　「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数」については、別紙の特定健診情

　報ファイル「健診結果・質問票情報」のr服薬2（血糖）」の欄にr1：服薬あり」と

　記録される者の数とする。なお、インスリン療法を行っている者を含む。

（6）糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合

　　　「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合」については、（5）の「糖尿病

　の治療に係る薬剤を服用している者の数」を、1の（6）の「評価対象者数」で除し、

　100を乗じて算出した値とする。

4　内臓脂肪症侯群該当者の減少率に関する事項

　（1）昨年度の内臓脂肪症侯群該当者の数

　　　　「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数」については、報告対象年度の前年度の報告

　　において2の（1）の「内臓脂肪症候群該当者数」に含まれた者のうち、報告対象年度

　　の時点で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

　　　なお、報告対象年度の前年度の報告においては、他の保険者に加入していたために

　　2の（1）の「内臓脂肪症候群該当者数」に含まれていなかったものの、報告対象年度

　　の時点で他の保険者から新たに加入し報告対象年度の特定健康診査等を受けた者で

　　あって保険者がその者の前年度の特定健康診査等の実施状況に関する結果を入手し

　　ており、その結果において2の（1）のr内臓脂肪症候群該当者数」に該当する者がい

　　る場合は、保険者の判断でその者の結果をこの数に含めてもよい。

（2）　（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群予備群の数

　　　「（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群予備群の数」については、（1）の数に含めた

　者のうち、報告対象年度の実施結果においては内臓脂肪症候群の予備群となった者

　の数（報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイル中r健診結果・質問票情報」

　における「メタボリックシンドローム判定」欄で「1：基準該当」と記録された者の

　うち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄で「2：予備群該当」と記録され

　た者の数を集計）となる。

（3）　（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群予備群の割合

　　　「（1）のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合」については、（2）のr（1）の

　うち、今年度の内臓脂肪症侯群予備群の数jを（1）の汀昨年度の内臓脂肪症侯群該当

　者の数」で除し、100を乗じて算出した値とする。

（4）　（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群該当者・予備群ではなくなった者の数

　　　「（1）のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数」に

　ついては、報告対象年度の前年度の実施結果において内臓脂肪症候群の該当者であ
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つた者のうち、報告対象年度の実施結果においては内臓脂肪症候群の該当者あるい

は予備群でなくなった者の数（報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイル中「健

診結果・質問票情報」におけるrメタボリックシンドローム判定」欄でr1：基準該

当」と記録された者のうち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄で「3：非

該当」と記録された者の数を集計）となる。

（5）　（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群該当者・予備群ではなくなった者の割合

　　　r（1）のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合」

　については、（4）のr（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群該当者・予備群ではなく

　なった者の数」を（1）のr昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数」で除し、100を乗じ

　て算出した値とする。

（6）　内臓脂肪症侯群該当者の減少率

　　　「内臓脂肪症侯群該当者の減少率」については、（2）の「（1）のうち、今年度の内臓

　脂肪症侯群予備群の数」と（4）のr（1）のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予

　備群ではなくなった者の数」の合計を（1）のr昨年度の内臓脂肪症侯群該当者の数」

　で除し、100を乗じて算出した値とする。

5　内臓脂肪症候群予備群の減少率に関する事項

　（1）　昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数

　　　r昨年度の内臓脂肪症侯群予備群の数」については、報告対象年度の前年度の報告

　　において2の（3）のr内臓脂肪症侯群予備群者数」に含まれた者のうち、報告対象年

　　度の時点で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　なお、報告対象年度の前年度の報告においては、他の保険者に加入していたために『

　　2の（3）のr内臓脂肪症侯群予備群者数」に含まれていなかったものの、報告対象年

　　度の時点で他の保険者から新たに加入し報告対象年度の特定健康診査等を受けた者

　　であって、保険者がその者の前年度の特定健康診査等の実施状況に関する結果を入

　　手しておりその結果において2の（1）の「内臓脂肪症侯群予備群者数」に該当する者

　　がいる場合は、保険者の判断でその者の結果をこの数に含めてもよい。

（2）　（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群該当者・予備群ではなくなった者の数

　　　r（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群該当者・予備群ではなくなった者の数」に

　ついては、（1）の数に含めた者のうち、報告対象年度の実施結果においては内臓脂肪

　症候群の該当者あるいは予備群ではなくなった者の数・（報告対象年度の前年度の特

　定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」における「メタボリックシンドロ

　ーム判定」欄でr2：予備群該当」と記録された者のうち、報告対象年度の特定健診

　情報ファイルの同欄で「3：非該当」と記録された者の数を集計）となる。

（3）　（1）のうち、今年度の内臓脂肪症侯群該当者・予備群ではなくなった者の割合

　　　r（1）のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合」
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については、（2）のr（1）のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなく

なった者の数」を（1）のr昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数」で除し、100を乗じ

て算出した値とする。

6　保健指導対象者の減少率に関する事項

　（1），昨年度の特定保健指導の対象者数

　　　「昨年度の特定保健指導の対象者数」については、報告対象年度の前年度の報告に

　　おいて7の（15）の「特定保健指導の対象者数（小計）」に含まれた者のうち、報告対

　　象年度の時点で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

　　　なお、報告対象年度の前年度の報告においては、他の保険者に加入していたために

　　7の（15）のr特定保健指導の対象者数（小計）」に含まれていなかったものの、報告

　　対象年度の時点で他の保険者から新たに加入し報告対象年度の特定健康診査等を受

　　けた者であって、保険者がその者の前年度の特定健康診査等の実施状況に関する結

　　果を入手しておりその結果において7の（15）の「特定保健指導の対象者数（小計）」

　　に該当する者がいる場合は、保険者の判断でその者の結果をこの数に含めてもよい。

（2）　（1）のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数

　　　「（1）のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数」については、

　（1）の数に含めた者のうち、報告対象年度の実施結果においては特定保健指導の対象

　ではなくなった者の数（報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイルr健診結果・

　質問票情報」におけるr保健指導レベ！レ」欄でr1：積極的支援」もしくは「2：動

　機付け支援」と記録された者のうち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄

　でr3：なし」と記録された者（加えて、第3の二の5の（6）に示すように、別紙の

　特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の「BMI」欄に20未満の値が記

　録されており、かっr腹囲」の欄に結果が記録されていない場合に、r保健指導レベ

　ル」の欄に「3：なし」ではなく「4：判定不能」と記録されている場合も含む）の数

　を集計）となる。

　　但し、今年度も特定保健指導の対象者となったものの、薬物治療を開始したことに

　より、結果として特定保健指導の対象から除かれた者は含めないこととする。

（3）特定保健指導対象者の減少率

　　　r特定保健指導対象者の減少率」については、（2）のr（1）のうち、今年度は特定保

　健指導の対象ではなくなった者の数」を（1）の「昨年度の特定保健指導の対象者数」

　で除し、100を乗じて算出した値とする。

（4）　昨年度の特定保健指導の利用者数

　　　r昨年度の特定保健指導の利用者数」については、報告対象年度の前年度の報告に

　おいて7の（4）の「特定保健指導（積極的支援）の利用者数」及び7の（11）の「特定

　保健指導（動機付け支援）の利用者数jに含まれた者のうち、報告対象年度の時点

　で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。
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（5）　（4）のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数

　　　r（4）のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数」については、

　（4）の数に含めた者のうち、報告対象年度の実施結果においては特定保健指導の対象

　ではなくなった者の数（報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイル「健診結果・

　質問票情報」における「保健指導レベル」欄で「1：積極的支援」もしくは「2：動

　機付け支援jと記録され、かつ報告対象年度の前年度の特定保健指導情報ファイル

　に記録がある者のうち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄で「3：なし」

　と記録された者（加えて、第3の二の5の（6）に示すように、別紙の特定健診情報フ

　ァイル中r健診結果・質問票情報jのrBMI」欄に20未満の値が記録されており、

　かっr腹囲」の欄に結果が記録されていない場合に、r保健指導レベル」の欄に「3：

　なし」ではなく「4：判定不能」と記録されている場合も含む）の数を集計）とする。

　　但し、今年度も特定保健指導の対象者となったものの、薬物治療を開始したことに

　より、結果として特定保健指導の対象から除かれた者は含めないこととする。

（6）特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率

　　　「特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率」については、（5）の「（4）のう

　ち、今年度は特定保健指導の対象でなかった者の数」を（4）の「昨年度の特定保健指

　導の利用者数」で除し、100を乗じて算出した値とする。

7　特定保健指導に関する事項

（1）特定保健指導（積極的支援）の対象者数

　　　「特定保健指導（積極的支援）の対象者数」については、1の（6）の「評価対象者

　　数」のうち、実施基準第8条第2項の規定に該当する積極的支援対象者の数（特定

　　健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」における「保健指導レベル」欄に、「1：

　　積極的支援」と記録される者の数を集計）とする。

　　　なお、空腹時血糖とヘモグロビンAlcの両方を測定している場合は空腹時血糖の結

　　果を、腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定している場合は内臓脂肪面積の結果を、そ

　　れぞれ優先的に用いて対象者か否かを判定する。

　　　また、実施基準第4条の規定において、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に

　　係る薬剤を服用している者を除くこととされているが、特定保健指導開始後に薬物

　　治療を開始した者（治療開始により特定保健指導を途中終了する場合も、あるいは

　　終了せず継続する場合も）は含まれることに注意されたい。

（2）特定保健指導（積極的支援）の対象者の割合

　　　「特定保健指導（積極的支援）の対象者の割合」については、（1）の「特定保健指

　導（積極的支援）の対象者数」を1の（6）のr評価対象者数」で除し、100を乗じて

　算出した値とする。

（3）服薬中のため特定保健指導（積極的支援）め対象者から除外した者の数

　　　r服薬中のため特定保健指導（積極的支援）の対象者から除外した者の数」につい
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ては、1の（6）の「評価対象者数」に含まれる者のうち、実施基準第8条第2項各号

の規定に該当する者あって、実施基準第4条第1項の規定における高血圧症、脂質

異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用しているものを含む者の数とする。

　別紙の特定健診情報ファイル中r健診結果・質問票情報」を用いて、別途、上記要

件に合致する者で、かつr服薬1（血圧）」欄・r服薬2（血糖）」欄・r服薬3（脂質）」

欄の少なくとも1つにr1：服薬あり」と記録された者の数を集計する必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，（4）　特定保健指導（積極的支援）の利用者数

　　　r特定保健指導（積極的支援）の利用者数」については、（1）のr特定保健指導（積

　極的支援）の対象者数」のうち、少なくとも初回時の面接は実施したものの、脱落

　認定（実施予定日に利用がなく、代替日の設定が無い、あるいは代替日も欠席する

　等の状態で、最終利用日から未利用のまま2ヶ月を経過した時点で、委託により実

　施している場合は保健指導機関から保険者及び刑用者（対象者）へ、保険者自身で

　実施している場合は保険者から利用者（積極的支援対象者）へ、それぞれ脱落者と

　して認定する旨を通知すること）が確定され途中で特定保健指導を終了した者を、

　（6）のr特定保健指導（積極的支援）の終了者数」に加えた数とする。

（5）特定保健指導（積極的支援）の利用者の割合

　　　「特定保健指導（積極的支援）の利用者の割合」については、（4）の「特定保健指

　導（積極的支援）の利用者数」を（1）の「特定保健指導（積極的支援）の対象者数」

　で除し、100を乗じて算出した値とする。

（6）特定保健指導（積極的支援）の終了者数

　　　「特定保健指導（積極的支援）の終了者数」については、（1）の「特定保健指導（積

　極的支援）の対象者数」のうち、実施基準第8条第1項及びr特定健康診査及び特

　定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき厚生

　労働大臣が定める特定保健指導の実施方法（平成20年厚生労働省告示第9号。以下

　　r特定保健指導の実施方法告示」という。）」第2に規定された内容及び方法等によ

　り積極的支援を実施』し終えた（6ヵ月後の実績評価まで完了した）者の数とする。

　　なお、特定保健指導の完了時に行われる、実施基準第8条第1項第4号に規定する

　実績評価が、初同時において面接による指導を行った者により様々な手法（電話、

　手紙等様々な手法が考えられる）で為される度重なる呼びかけ等（以下r確認作業」

　という。）にもかかわらず、利用者（積極的支援対象者）からの返答がないために実

　施できず、確認作業の回数のみを記録して打ち切った場合についても、完了したも

　のとして当該特定保健指導（積極的支援）の終了者数に含める（集計情報ファイル

　と併せて提出する特定保健指導時報ファイルの「保健指導情報」においては、「6ヵ

　月後の評価ができない場合の確認回数」欄に回数が記録されており、r6ヵ月後の評

　価時の体重」欄等評価結果を記録する欄には値等がないものの、6ヵ月後の評価以外

　の必要項目は全て記録されている必要がある。詳細は第3の三の5の（2）を参照のこ

　と）。
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（7）　特定保健指導（積極的支援）の終了者の割合

　　　r特定保健指導（積極的支援）の終了者の割合」については、（6）の「特定保健指

　導（積極的支援）の終了者数」を（1）のr特定保健指導（積極的支援）の対象者数」

　で除し、100を乗じて算出した値とする。

（8）特定保健指導（動機付け支援）の対象者数

　　　「特定保健指導（動機付け支援）の対象者数」については、1の（6）の「評価対象

　者数」のうち、実施基準第7条第2項の規定に該当する者の動機付け支援対象者数

　　（特定健診情報ファイル中r健診結果・質問票情報」における「保健指導レベル」

　欄に、「2：動機付け支援」と記録される者の数を集計）とする。

　　なお、空腹時血糖とヘモグロビンAlcの両方を測定している場合は空腹時血糖の結

　果を、腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定している場合は内臓脂肪面積の結果を、そ

　れぞれ優先的に用いて対象者か否かを判定する。

　　また、実施基準第4条の規定において、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に

　係る薬剤を服用している者を除くこととされているが、．特定保健指導開始後に薬物

　治療を開始した者（治療開始により特定保健指導を途中終了する場合も・あるいは

　終了せず継続する場合も）は含まれることに注意されたい。

（9）特定保健指導（動機付け支援）の対象者の割合

　　　「特定保健指導（動機付け支援）の対象者の割合」については、（8）の「特定保健

　指導（動機付け支援）の対象者数」を1の（6）の「評価対象者数」で除し、100を乗

　じて算出した値とする。

（10）服薬中のため特定保健指導（動機付け支援）の対象者から除外した者の数

　　　「服薬中のため特定保健指導（動機付け支援）の対象者から除外した者の数」につ

　いては、1の（6）の「評価対象者数」に含まれる者のうち、実施基準第7条第2項の

　規定に該当する者であって、実施基準第4条第1項の規定において高血圧症、脂質

　異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用しているものを含む者の数とする。

　　別紙の特定健診情報ファイル中r健診結果・質問票情報jを用いて、別途、上記要

　件に合致する者で、かっr服薬1（血圧）」欄・r服薬2（血糖）」欄・「服薬3（脂質）」

　欄の少なくとも1つにr1：服薬あり」と記録された者の数を集計する必要がある・

（11）特定保健指導（動機付け支援）の利用者数　　　　　　　　　　　　　’

　　　「特定保健指導（動機付け支援）の利用者数」については、（8）の「特定保健指導

　　（動機付け支援）の対象者数」のうち、少なくとも初回時の面接は実施した者の数

　とする。

（12）特定保健指導（動機付け支援）の利用者の割合

　　　「特定保健指導（動機付け支援）の利用者の割合」については、（11）の「特定保健

　指導（動機付け支援）の利用者数」を（8）の「特定保健指導（動機付け支援）の対象
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者数」で除し、100を乗じて算出した値とする。

（13）特定保健指導（動機付け支援）の終了者数

　　　「特定保健指導（動機付け支援）の終了者数」については、（8）の「特定保健指導

　　（動機付け支援）の対象者数」のうち、実施基準第7条第1項及び特定保健指導の

　実施方法告示第1に規定された内容及び方法等により動機付け支援を実施し終えた

　　（6ヵ月後の実績評価まで完了した）者の数とする。

　　なお、特定保健指導の完了時に行われる、実施基準第7条第1項第3号に規定する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ　実績評価が、初同時において面接による指導を行った者による度重なる確認作業に

　もかかわらず、利用者（動機付け支援対象者）からの返答がないために実施できず、

　確認作業の回数のみを記録して打ち切った場合についても、完了したものとして終

　了者に含める（集計清報ファイルと併せて提出する特定保健指導情報ファイルの「保

　健指導情報」においては、r6ヵ月後の評価ができない場合の確認回数」欄に回数が

　記録されており、「6ヵ月後の評価時の体重」欄等評価結果を記録する欄には恒等が

　ないものの、6ヵ月後の評価以外の必要項目は全て記録されている必要がある。詳細

　は第3の三の5の（2）を参照のこと）。

（14）特定保健指導（動機付け支援）の終了者の割合

　　　「特定保健指導（動機付け支援）の対象者数」については、（13）の「特定保健指導

　　（動機付け支援）の終了者数」を（8）の「特定保健指導（動機付け支援）の対象者数」

　で除し、100を乗じて算出した値とする。

（15）特定保健指導の対象者数（小計）

　　　「特定保健指導の対象者数（小計）」については、・（1）の「特定保健指導（積極的支

　援）の対象者数」に（8）のr特定保健指導（動機付け支援）の対象者数」を加えて算

　出した値とする。

（16）特定保健指導の終了者数（小計）

　　　「特定保健指導の終了者数（小計）」については、（6）の「特定保健指導（積極的支

　援）の終了者数」に（13）のr特定保健指導（動機付け支援）の終了者数」を加えて

　算出した値とする。

（17）特定保健指導の終了者（小計）の割合

　　　「特定保健指導の終了者（小計）の割合」については、なお、（16）の「特定保健指

　導の終了者数（小計）」を（15）の「特定保健指導の対象者数（小計）」で除し、100を

　乗じて算出した値とする。この項目は、基本指針第2の二の「特定保健指導の実施

　率」に該当するものであることから、後期高齢者支援金の加算・減算措置を講じる

　場合に、この値（全年齢層での値）を参考とすることとなる。
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三　その他

　1　特定保健指導対象者の減少率について

　　（1）減少率の算出

　　　　この項目は、基本指針第2の三のrメタボリックシンドローム該当者及び予備群の

　　　減少率」に該当するものであることから、後期高齢者支援金の加算・減算措置を講

　　　じる場合にこの値を参考とすることとなる。

　　　　減少率は、年齢階層別での率ではなく保険者全体としての率で評価すること、また

　　　保険者の取組を公平に評価するためには、実数を用いるのではなく、性別や年齢構

　　　成の違いに起因する保険者間の差異を補正する必要があることから、各保険者から

　　　提出された集計情報ファイル（第2の一の1に示す17ファイル）を用い、支払基金

　　　において算出する（各保険者において算出したものの提出は行わない）こととする。

　　　　なお、各保険者が各年度において、どの程度減少率が進捗しているかを自主的に確

　　　認できるよう、その算出方法について、参考までに次項に示す。

（2）支払基金における減少率の算出方法（参考）

　　次のアからエまでに示す方法により補正を行った特定保健指導対象者数（以下「補

　正後特定保健指導対象者数」という。）を平成20年度の特定保健指導の実施結果に

　よる補正後特定保健指導対象者数で除し、1から減じた後に、100を乗じて算出した

　値とする。

　　なお、上記算出方法は平成24年度実施分までの報告とし、平成25年度以降の実施

　分の報告においては、報告対象年度の補正後特定保健指導対象者数を報告対象年度

　の前年度の補正後特定保健指導対象者数で除し、1から減じた後に、100を乗じて算

　出した値とする予定である。

　ア　補正後特定保健指導対象者数とは、年齢階級別（5歳階級）・性別での特定保健

　　指導対象者の割合（二の7の（15）の「特定保健指導の対象者数（小計）」を二の1

　　の（6）の「評価対象者数」で除したもの）を、全国平均的な性・年齢構成の人口に

　　乗じたものをいう。

　イ●対象者があまりに少なく、5歳階級という細かい年齢階層で区切った場合にゼロ

　　となるセグメントが生じる保険者では、最低限の区分けとして年齢は2階層（40

　　～64歳、65歳～74歳）と男女の4セグメントで特定保健指導対象者の割合を算出

　　し、これに全国平均的な性・年齢構成の人口に乗じることで補正後特定保健指導対

　　象者数を算出する。なお、年齢の2階層も難しい場合は、男女のみで特定保健指導

　　対象者の割合を算出し、補正後特定保健指導対象者数を算出する。

　　ウ　特定健康診査の実施率があまりに低い場合、年齢補正の元になる年齢階層別・

　　性別での特定保健指導対象者の割合の精度に問題があることから、平成24年度以

　　降の特定健康診査の実施率が相当低い（例えば、基本指針第2の一の1から3まで

　　掲げる特定健康診査の実施率の半分以下）場合は、減少率の算出は行わず、目標未

　　達扱いとする。

　工　全国平均的な性・年齢構成の人口については、報告対象年度の3月31目現在で

　　の住民基本台帳人口（実施年度の翌年度の8月頃に公表）を用いる。なお、報告対
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象年度のみならず、平成20年度や報告対象年度の前年度についても、補正後特定

保健指導対象者数を算出する際には、報告対象年度の全国平均的な性・年齢構成の

人口を用いる。

　報告対象年度の報告期限までに特定保健指導が完了しなかったものの、その後完了し

たことにより翌年度の報告に含める場合、報告対象年度の翌年度の報告において、報告

対象年度における特定保健指導の終了者が、報告対象年度の翌年度の特定保健指導も利

用し終了していたとしても、併せて報告することはできない（同一年度における報告に

おいて複数の報告は認められないので、報告対象年度の終了結果か、翌年度の終了結果

のいずれかを選択し報告する）ことに注意されたい。そのため、特定保健指導の実施ス

ケジュールにおいて、できる限り実施年度を大幅に超えない（あるいは報告期限を超え

ない）よう工夫されることが望ましい。

　以上を踏まえた上で、報告対象年度の特定保健指導の結果を翌年度の報告に含める場

合は、二の7の各項は以下のように取扱うこととする。

　（1）報告対象年度の報告においては、翌年度の報告となる場合であっても二の7の各項

　　の集計対象とする（対象者・利用者には含まれるものの、終了者としては報告時点で

　　は未完了であり翌年度報告となるので含まれない）。

（2）　（1）により報告対象年度における二の1の（6）の「評価対象者数」や二の7の（1）の

　　　「特定保健指導（積極的支援）の対象者数」等に算入する（含める）ことから、報告

　　対象年度の翌年度の報告においては、次のアからエまでに示す4項目のみに算入し、

　　これら以外は集計対象外とする（除く）。

　　ア

2　年度を超えて実施された特定保健指導の結果の取扱い

イ
ウ
エ

二の7の（6）のr特定保健指導（積極的支援）の終了者数」

二の7の（7）のr特定保健指導（積極的支援）の終了者の割合」

二の7の（13）の「特定保健指導（動機付け支援）の終了者数」

二の7の（14）のr特定保健指導（動機付け支援）の終了者の割合」

第3　特定健康診査等の実施及びその成果に関する事項

　一　特定健診・特定保健指導情報の交換用基本情報ファイル

　　1　送付先機関

　　　　送付先は支払基金であることから、この欄には支払基金が代行機関として保有する番

　　　号「94899010」を記入する。

2　提出するアーカイブの分割

　特定健康診査等の実施者数が多数となるために、提出するファイルが多数となり、フ

ァイルを作成する機器の能力等から提出様式の作成において1つのアーカイブにまとめ

ることが困難な場合、複数のアーカイブに分けて提出する。

　　この場合を想定し、総ファイル数や総アーカイブ数等の項目を設けており、特にアー
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カイブが複数となる場合は、これらの項目に必要な数値を記録することとする。

　なお、アーカイブが複数となる場合、交換用基本情報ファイルはアーカイブの数だけ

必要となるが、集計情報ファイルは主として報告する全ての特定健診情報ファイル・特

定保健指導情報ファイルから集計するものであることから、アーカイブごとに作成する

のではなく、複数に分割し作成した最後のアーカイブに含めるものとする。

二　特定健診情報ファイル

　1　特定健診受診情報

　　（1）実施区分

　　　　特定健診情報の交換用基本情報ファイルにおける実施区分においては3（国（支払

　　　基金）への実施結果報告）を記録するが、ここでは原則として1（特定健診）を記録

　　　する。

　　　　なお、他の健康診断に関する記録の写しを受領しこれを提出する場合は、1ではな

　　　く4（他の健診結果の受領分）を記録する（対象者一人ひとり1か4を判断）。他の

　　　健康診断に関する記録の写しでは特定健康診査の項目の全部を行ったものとはなら

　　　ず不足する項目を保険者等により別途追加実施し補った場合においても4とする。

（2）実施年月日

　　原則は1目で実施するべきであることから、その実施目が記録されることとなるが、

　他の健康診断に関する記録の写しを受領し不足する項目を追加実施せざるを得ない

　等複数回に分けて実施せざるを得なかった場合は、必要な項目が全て揃った目（複

　数回の最終回の目）を記録する。

　　また、実施年度に複数回受診した場合（労働安全衛生法による特定業務従事者等）

　は、階層化の結果により特定保健指導を実施すると判断した回の健診結果を報告対

　象とし、その実施年月日を記録する。

2　特定健診機関情報

　（1）特定健診機関番号

　　　保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

　　その結果を受領する際に各機関が支払基金から付番されている機関番号が記録され

　　ているので、そのまま提出することとなる。

　　　また、保険者自身で特定健康診査を実施した場合は、それを示す番号「5521111111」

　　を記録する。

　　　なお、他の健康診断に関する記録の写しや、償還払いにより加入者から受領する他

　　の健康診断に関する記録の写しは、以下のように記録する。

　　ア　実施した機関が特定健康診査等の受託機関として機関番号を保有している場合

　　　はその番号を記録。

　　イ　実施した機関が機関番号を保有していない場合は、実施機関が保険医療機関で

　　　あれば保険医療機関番号を記録し、保険医療機関でなければ（あるいは保険医療機
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関か否かが不明ならば）他の健康診断の実施機関としての共通番号「6631111116」

を記録。

（2）名称

　　保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

　その結果を受領する際に各機関が支払基金に届け出ている機関名が記録されている

　ので、そのまま提出することとなる。

　　また、保険者自身で特定健康診査を実施した場合は、当該保険者名を記録する。

　　なお、他の健康診断に関する記録の写しや、償還払いにより加入者から受領する特

　定健康診査に関する記録は、次のア及びイのように記録する。

　ア　実施した機関が特定健康診査等の受託機関として機関番号を保有している場合

　　は、当該機関が支払基金に届け出ている機関名を記録する。

　イ　実施した機関が機関番号を保有していない場合は、受領した記録にある機関名

　　を記録する。

3　受診者情報

　（1）整理用番号

　　　個人情報の保護と、特定健康診査に関する記録の効果的な活用とを両立するため、

　　氏名や被保険者の記号・番号等個人が特定される情報を削除し、代わりに整理用番

　　号を付番する。

　　　当該整理用番号は、氏名や被保険者の記号・番号、生年月日等から作成される予定

　　であり、加入する保険者を異動した場合も考慮し、一度に2種類の番号が作成され

　　る予定となっている。

　　　この付番ルール等については、整理用番号から個人が特定されないよう非公開とす

　　るため、各保険者は、原則として、国が作成する付番用のソフトウェアを用いて整

　　理用番号を記録する。

（2）郵便番号

　　対象者の住所地（原則は、特定健康診査を受診した時点での住所地となる）の郵便

　番号を記録する。

　　保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先機関から保険

　者がその結果を受領する際に、各機関において受診者の住所や郵便番号が記録され

　ているので、そのまま提出することとなる。

　　保険者自身で特定健康診査を実施した場合や、償還払いにより加入者から特定健康

　診査に関する記録の写しを受領する場合、あるいは他の健康診断に関する記録の写

　しを受領する場合は、保険者において管理している加入者の住所情報（毎年の提出

　時までに住所管理を終えること）を用いるか、あるいは受診者本人から収集し記録

　する。
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4　受診券情報

　特定健診情報ファイルと特定保健指導情報ファイルを受診者（利用者）で紐付けする

ために受診券整理番号の欄を設けている。

　保険者が委託により特定健康診査を実施し、集合契約等により受診券を発券している

場合は、その委託先から保険者がその結果を受領する際に各機関にてその番号を記録さ

れていることから、そのまま提出することとなる。

　　受診券が発券されていない場合（保険者自身で特定健康診査を実施した場合や、償還

　払いにより加入者から特定健康診査に関する記録の写しを受領する場合、あるいは他の

　健康診断に関する記録の写しを受領する場合等）は、新たに付番（受診券番号の発番ル

　ールに基づき空き番号を付番）して記録するか、付番せず空欄とする。空欄とする場合

　は、受診券整理番号に変わる紐付け用の番号が必要となるため、整理用番号にて紐付け

　を行う。

5　健診結果・質問票情報

　（1）腹囲

　　　測定を医師が省略する場合、あるいは自ら測定し申告する場合は、省略基準告示の

　　規定に従うこと。

　　ア　BMIが20未満で医師が必要ないと認めた場合は、腹囲の測定結果は入っていな

　　　くともよい（「BMI」欄に20未満の値が記録されている場合に限り、腹囲の欄に結

　　　果が記録されていない場合があってもよい）。

　　イ　BMIが22未満の受診者が、事前に測定してきた値を腹囲測定の担当者に申告す

　　　る場合は、r腹囲（自己申告）」欄にその値が記録されていること（「腹囲（自己申

　　　告）」欄に値が記録されているのは、「BMI」欄に22未満の値が記録されている場合

　　　に限る）。

　　ウ　実施基準第1条第3項の規定に基づく内臓脂肪の面積の測定を行った場合は腹

　　　囲の検査を行ったものとみなすが、同時に腹囲も測定している場合は、それぞれの

　　　結果がそれぞれの欄に記録されていて差し支えない。

（2）採血時間（食後）

　　情報を入手した場合のみ記録する欄であるが、この欄に記録がある場合において、

　空腹時血糖の結果が記録されている場合は、この欄には原則として「2：食後10時

　間以上」と記録されている必要があることに注意されたい。

（3）尿検査

　　第2の二の1の（2）のウに示したように、生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患が

　あるため排尿障害を有している者に限り、検査実施を断念した場合の、皿による記

　述方法としては、以下のいずれかとなる。

　ア　尿検査の欄は測定不可能という記述を行う。

　イ　尿検査の欄自体が出現せず、かっr医師の診断（判定）」欄に省略せざるを得な

　　かった理由が記録されている。
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（4）　貧血検査・心電図・眼底検査

　　特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項第10号の規定に

　基づき厚生労働大臣が定める項目及び基準（平成20年厚生労働省告示第4号）の規

　定に従って、医師が必要と判断した場合のみ実施されることから、上記の規定に基

　づき実施された場合は、必ず実施理由欄へ記録がなければならないことに注意され

　たい。

　　なお、他の健康診断に関する記録の写しを受領しこれを提出する場合、貧血検査・

　心電図等は理由の必要なく実施される場合があることから、この場合（特定健診情

　報ファイルのr実施区分」欄にr4：他の健診結果の受領分」と記録されている場合）

　については実施理由欄に記録がなくても差し支えない。

（5）メタボリックシンドローム判定

　　保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

　その結果を受領する際に各機関にて記録されていることから、そのまま提出するこ

　ととなる（万が一、委託により実施しているにもかかわらず委託先の各機関におい

　て記録されない場合や記録されていても誤っている場合は、委託先に補正させるこ

　ととなるが、報告期限に間に合わない等特段の事情がある場合は、保険者にて追記

　することも考えられる）。また、保険者自身で特定健康診査を実施している場合は、

　保険者にて記録し提出することとなる。

　　具体的には、第2の二の2の（1）及び（3）に示した定義によりr1：基準該当1「2：

　予備群該当」等が記録されることとなる。なお、省略基準告示の規定に従い、腹囲

　の測定を医師が省略したために結果が記録されていない場合（rBMI」欄に20未満の

　値が記録されており、かつ腹囲の欄に結果が記録されていない場合）は、r4：判定不

　能」と記録されることとなる。

（6）保健指導レベル

　　保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

　その結果を受領する際に各機関にて記録されていることから、そのまま提出するこ

　ととなる（万が一、委託により実施しているにもかかわらず委託先の各機関におい

　て記録されない場合や記録されていても誤っている場合は、委託先に補正させるこ

　ととなるが、報告期限に間に合わない等特段の事情がある場合は、保険者にて追記

　することも考えられる）。また、保険者自身で特定健康診査を実施している場合は、

　保険者にて記録し提出することとなる。

　　具体的には、第2の二の7の（1）及び（8）に示した定義によりr1：積極的支援」r2：

　動機付け支援」等が記録されることとなる。なお、省略基準告示の規定に従い、腹

　囲の測定を医師が省略したために結果が記録されていない場合（rBMI」欄に20未満

　の値が記録されており、かつ腹囲の欄に結果が記録されていない場合）は、r3：な

　し」もしくはr4：判定不能」と記録されることとなる。
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（7）検査方法

　　同じ検査項目であっても検査方法により結果を記録する欄が異なるが、他の健康診

　断に関する記録の写しを受領した場合は、検査方法が不明な場合もありうる。この

　時、保険者にて検査方法の確認し記録の補正等行う必要が生じるが、それが困難な

　場合に限り、「その他」の欄に記録する。

三　特定保健指導情報ファイル

　1　特定保健指導利用情報

　　（1）実施区分

　　　　特定健診情報の交換用基本清報ファイルにおける実施区分においては3（国（支払

　　　基金）への実施結果報告）を記録するが、ここでは原則として2（特定保健指導）を

　　　記録する。・

　　　　なお、特定健診情報ファイルとは異なり、4（他の健診結果の受領分）を記録する

　　　場合はない（事業者が保険者の代わりに保健指導を実施した場合であっても、それ

　　　は保険者から事業者への委託と整理される）。

（2）　実施年月目

　　特定保健指導は約6ヶ月の問に、複数回にわたって実施されることから、終了目（必

　要な指導が完了した目、もしくは途中で終了が確定した日）を記録する。

（3）　実施時点

　　必要な保健指導が全て完了した場合はr2：実績評価時」を・途中で終了参確定し

　た場合はr3：途中終了時」を、それぞれ記録する。

2　特定保健指導機関情報

（1）　特定保健指導機関番号

　　　保険者が委託により特定保健指導を実施している場合は、その委託先から保険者が

　　その結果を受領する際に各機関が支払基金から付番されている機関番号が記録され

　　ているので、そのまま提出することとなる。

　　　また、保険者自身で特定保健指導を実施した場合は、それを示す番号「5521111111」

　　を記録する。

　　　なお、償還払いにより加入者から受領する特定保健指導に関する記録であっても、

　　実施基準や実施通知等に沿った実施が求められるため、通常は特定保健指導の実施

　　機関として機関番号を保有しているはずであることから、原則としてそれを記録す

　　る。但し、極めて例外的に機関番号を保有していない場合は、実施機関が保険医療

　　機関であれば保険医療機関番号を記録し、・保険医療機関でなければ（あるいは保険

　　医療機関か否かが不明ならば）他の健診の実施機関としての共通番号「6631111116」

　　を記録する。
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（2）名称

　　二の2の（2）と同様の記載とする。

3　利用者情報

　（1）　整理用番号

　　　二の3の（1）と同様の記載とする。

（2）郵便番号

　　以下のいずれかの方法により、対象者の住所地の郵便番号を記録する。なお、ほぼ

　一度で完了する特定健康診査と異なり、特定保健指導は実施期間が約6ヶ月に及ぶ

　ことから、その間に利用者が転居しても利用を継続した場合は、転居後の郵便番号

　が管理されている場合はそれを記録し、管理されていない場合は指導開始時（転居

　前）の郵便番号でも可とする。

　ア　保険者が委託により特定保健指導を実施しており、かつ委託先の保健指導機関

　　が利用者とのやり取りの都合上、住所等を管理している場合は、当該機関から保険

　　者がその結果を受領する際に、各機関において受診者の住所や郵便番号が記録され

　　ているので、そのまま提出することとなる。

　イ　委託先機関が利用者の住所等を管理していない場合や、保険者自身で特定保健

　　指導を実施した場合は、次のいずれかの方法で記録する。

　　①　特定健康診査の結果に記録されている郵便番号を使用

　　②保険者において管理している加入者の住所情報（毎年の提出時までに住所管理

　　　を終えること）を用いるか、あるいは受診者本人から収集し記録

4　利用券情報

　（1）利用券整理番号

　　　保険者が委託により特定保健指導を実施し、集合契約等により利用券を発券してい

　　る場合は、その委託先から保険者がその結果を受領する際に各機関にてその番号を

　　記録されているので、そのまま提出することとなる。

　　　利用券が発券されていない場合（保険者自身で特定保健指導を実施した場合や、償

　　還払いにより加入者から特定保健指導に関する記録を受領する場合等）は、新たに

　　付番（利用券番号の発番ルールに基づき空き番号を付番）して記録するか、あるい

　　は付番せず空欄とする。

（2）　特定健診受診券整理番号

　　特定健診情報ファイルと特定保健指導情報ファイルを受診者（利用者）で紐付けす

　るためにこの欄を設けている。

　　二の4に示したように、空欄となる場合は、受診券整理番号に変わる紐付け用の番

　号が必要となるため、整理用番号にて紐付けを行う。
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5　保健指導情報

　（1）継続的な支援に関する項目

　　　積極的支援の利用者のみ該当する項目に記録し、動機付け支援の利用者は記録する

　　必要はない。

（2）6ヵ月後の評価に関する項目

　　通常は実績評価まで完了するので、必要な項目については全て記録可能であること

　から、その場合の「6ヵ月後の評価ができない場合の確認回数」欄は、確認作業の必

　要なく実績評価が行えた場合はOを記録するか、この欄を作成しない（皿による記

　述方法としては要素を出現させない）こととし、何度かの確認作業の後に実績評価

　が行えた場合はその回数の数値を記録する。

　　初同時において面接による指導を行った者による度重なる確認作業にもかかわら

　ず、利用者からの返答がないために実績評価が実施できずに打ち切った者の記録を

　終了者扱いとして提出するためには、以下に示すように記録されている必要がある・

　ア　　「6ヵ月後の評価時の体重」．等実績評価の結果に関する欄には記録できないもの

　　の、6ヵ月後の評価に係る項目（別紙の特定保健指導情報ファイル中「保健指導情

　　報」の番号1068から1078までの項目）以外の必要項目（別紙の特定保健指導情報

　　ファイル中r保健指導情報」を参照のこと）は全て記録されていること。

　イ　　r6ヶ月後の評価の実施目付」r6ヶ月後の評価の支援形態又は確認方法」「6ヶ

　　月後の評価の実施者」「6ヶ月後の評価ができない場合の確認回数」の各欄には必

　　ず記録されていること。

　　①「6ヶ月後の評価の実施目付」欄には、確認作業を開始した目付、もしくは打

　　　ち切り前の最終の確認作業を行った目付が記録されていること。但し、いずれの

　　　日付の場合もr初回面接の実施目付」欄に記録されている目付から6ヶ月以降の

　　　　日付となっている必要があることに注意されたい。

　　②　　「6ヶ月後の評価の実施者」欄には、実績評価を実施するべく度重なる確認を

　　　行った者が選択されていること（通常は、初同時において面接による指導を行っ

　　　た者となる）。

　　③　「6ヵ月後の評価ができない場合の確認回数」欄には、打ち切りまでの確認作

　　　業を実施した回数が記録されていること。

6　その他
　提出する特定保健指導清報ファイルは、特定保健指導の利用者の記録とする（第2の

二の7の（6）及び（13）に示す終了者の記録のみではなく、第2の二の7の（4）及び（11）に

示す利用者の記録とする）。

以上
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別紙

保険者から社会保険診療報酬支払基金への実績報告のためのファイルイメージ

特定健診・特定保健指導情報の
　交換用基本情報ファイル
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保険者から社会保険診療報酬支払基金への実績報告のためのファイル仕様

1特定健診・特定保健指導情報の交換用基本情報ファイル（1送信あたり1ファイル。）

ファイルの牟録卑容』， 一．7イ絹ノ建名梅『 モ絵ド
．最大・

oィトi

デ∠タ

`式1
備考．

種別 数字 2 固定 保険者から国（支払基金）への実施結果報告：r10」を記録 別表1参照

送付元機関 数字 10 可変 提出する保険者の番号を記録

送付先機関 数字 10 可変 社会保険診療報酬支払基金：「94899010」を記録

作成年月日 数字 8 固定 ファイルの作成年月日（西暦）を記録

特定健診・特定保健指導の

@　　交換用情報
実施区分 数字 1 固定 国への実施結果報告：「3」を記録 別表2参照

総ファイル数 数字 6 可変 特定健診・特定保健指導情報ファイルを作成した総ファイル数を記録

このアーカイブのファイル数 数字 6 可変 アーカイブしたファイル内にある特定健診・特定保健指導情報ファイル数を記録

総アーカイブ数 数字 2 可変 アーカイブした総ファイル数を記録

アーカイブ番号 数字 2 可変 このアーカイブファイルの番号を記録

2特定健診情報ファイル（1健診結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。）

汐諺繊φ講醸欝 ・1勲1纏ド編☆ i・lii篶爵 難雛形式i …・　　　　　　沸説藻 li蒙嚇奪i！

実施区分 数字 1 固定 特定鯉診：r1』、他の健診結果の受領分r4」、他の健診の不足項目を実施r4」 別表2参照
特定健診受診情報

実施年月日 数字 8 固定 特定健診の実施年月日（西暦）を記録 （注1）

特定健診機関番号 数字 10 固定 特定健診機関番号を記録
特定健診機関情報

名称 漢字 40 可変 特定健診機関名称を記録

整理用番号1 英数 64 固定 国の作成するソフトウェアにより付番

整理用番号2 英数 64 固定 国の作成するソフトウェアにより付番

受診者情報 生年月日 数字 8 固定 特定健診の受診者の生年月日（西暦）を記録

特
定
健
診
情
報

男女区分 数字 1 固定 特定健診の受診者の性別を記録 別表3参照

郵便番号 英数 8 固定 受診券裏面に記入された受診者の郵便番号を記録 NNN－NNNN

受診券情報 受診券整理番号 数字 11 固定 委託先もしくは保険者が付番した整理番号を記録 別表4参照

項目コード 数字 17 可変 特定健診の項目コード（JLAC10・17桁コード）を記録

項目名
漢字又

ﾍ美数 40 可変 特定健診の項目名を記録（省略可）

特定健診の健診結
ﾊ・問診結果情報（詳

ﾗな健診項目を含
ﾞ）
i抜粋）

i注2）

データ値 数字 項目に
謔濶ﾂ変

可変 特定健診のデータ値を記録

「健診結果・質問票情報」

単位
漢字又

ﾍ英数
項目に
謔闔i変

可変 特定健診のデータ値の単位を記録（省略可）

3特定保健指導情報ファイル（1保健指導結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。）

難灘鷺購難麟1馨 灘鷺）熊餓i華 lll織ii
屡叢藻灘繊 灘i…liil i：辮識li；i きiiii磯liilil

実施区分 数字 1 固定 特定保健指導：「2』を記録 別表2参照

特定保健指導利用情
実施年月日 数字 8 固定 特定保健指導の実績評価時等の年月日（西暦）を記録 （注3）

実施時点 数字 1 固定 全て完了：「2」もしくは途中終了確定：「3」を記録 別表5参照

特定保健指導機関番号 数字 10 固定 特定保健指導機関番号を記録
特定保健指導機関情

名称 漢字 40 可変 特定保健指導機関名称を記録

整理用番号1 英数 64 固定 国の作成するソフトウェアにより付番

整理用番号2 英数 64 固定 国の作成するソフトウェアにより付番

特
定
保
健
指
導
情
報

利用者情報 生年月日 数字 8 固定 特定保健指導の利用者の生年月日（西暦）を記録

男女区分 数字 1 固定 特定保健指導の利用者の性別を記録 別表3参照

郵便番号 英数 8 固定 特定保健指導の利用者の郵便番号を記録 NNN－NNNN（注4）

利用券整理番号 数字 11 固定 委託先もしくは保険者が付番した整理番号を記録 別表4参照
利用券情報

特定健診受診券整理番号 数字 11 固定 委託先もしくは保険者が付番した特定健診受診券整理番号を記録 別表4参照

支援レベル 数字 1 固定 動機づけ支援又は積極的支援の別等を記録

保健指導結果情報
i抜粋）

i注5）

行動変容ステージ 数字 1 固定 「保健指導情報」

初回面接の実施日付 数字 8 固定

4特定健診等の実施及びその成果の集計情報ファイル

　　別表6参照
　　（アーカイブが複数となる場合、アーカイブごとに作成するのではなく、複数に分割し作成した最後のアーカイブに含める）

注1他の健診結果を受領し、不足した項目を別途実施等で複数回に分けて実施した場合は、必要な項目がすべて揃った年月日を記録する。

注2「特定健診の健診結果・問診結果情報」欄は、別添の「健診結果・質問票情報」から一部抜粋した項目を列挙しているに過ぎず、実際は「健診結果・質問票情報」が
　　データとして挿入される（そのため、「結果識別」「データ基準（下限値・上限値）」『データ値コメント」の項目は上記表では省略）。

注3保健指導が完了した日、もしくは途中で終了が確定した年月日を記録する。

注4利用者の郵便番号は保健指導機関において指導に関するやり取り上管理していればそれを記録、管理していない場合は保険者にて健診結果データから追記。

注5「保健指導結果情報」欄は、別添の「保健指導情報」から一部抜粋した項目を列挙しているに過ぎず、実際は「保健指導情報」がデータとして挿入される。

※各ファイルはXML標準形式とする。本表は必須項目の一部を示したものであり、XMし標準形式に整形するために必要な情報等については、本表にない詳細な技術的規格を掲載している
　　http：／／www．mhiwgojp／bunya／shakaihosho／iry・useidoO1／infoO司．htmlを参照すること。



別表1　種別コード

自縛ド名一’
．’

H幽ド』i 内容i’ ・重備考1

1 特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関 請求

2 代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関 返戻

3 代行機関から保険者 請求

4 保険者から代行機関（未決済データの場合） 返戻依頼

5 保険者から代行機関（決済済データの場合） 過誤請求

6 特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者

種別コード 7 保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関
代行機関を介しない場合

8 保険者から保険者

9 その他

10 保険者から国（支払基金） 実施結果報告

11 代行機関から保険者へ確認依頼 確認依頼

12 予備 関係機関からの要望により設定
@　　　　（検討中）

13 予備

別表2　実施区分コード

驚、内容鍵 馨：裏備二　　源糠・1

1 特定健診情報

2 特定保健指導情報
実施区分コード

3 国（支払基金）への実施結果報告

4 他の健診結果の受領分
事業主健診の結果を受領した場合

別表3　男女区分コード
i…：…ii…li絹容饗 i…iili毒構’

1 男
男女区分コード

2 女

別表4受診券・利用券整理番号設定ルール

年度番号「2桁』（西暦下2桁）＋種別「1桁』＋個人番号『8桁』

糞種別番号薄…ili
灘…1種別i｝睾ii…i……

i！…ii…1i蒲考……illl1

1 特定健康診査

2 特定保健指導（積極的支援）

3 特定保健指導（動機づけ支援）

※発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。

※個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

　（発行場所が複数拠点の場合に、支所番号を先頭に付番する等。ただし、その場合でも連番での設定を遵守すること。）

別表5保健指導実施時点コード
・塗…鞠容i：ll i考iiiチili

1 開始時

2 実績評価時 集合契約の場合の最終決済時に記録

保健指導実施時点コード
3 途中終了時 被保険者資格喪失による利用停止・脱落等

4 その他
個別契約の場合に記録（月次決済時、報告のみ等）

P～3に該当しない　合



別表6特定健診等の実施及びその成果の集計情報ファイル
（保険者→支払基金）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i懸難：

弦 雛鱗灘難

纏　
雛

　
　
　
雛

　
　
　
　
　
雛

　
　
　
　
　
　
灘

欝

雛　
鞭

　
　
　
雛

　
　
　
　
　
顯

　
　
　
　
　
　
簗

　
　
　
　
　
　
　
　
郷

鱗

盤
4
6
一
4
7
一
4
8

欝鶏糠顯縣難礫鍵彗驚顯i蒙饗

欝獺欝欝縦灘灘懸謙1灘難i雛灘…嚢難，

雛 鑓i灘雛嚢纐

震灘　灘 難鑛一難鐵
鍍※獲 荘

謙譲

　　　椿

距　・…難魏i難難業彗羅鯵 葺

欝獲顯欝難撮鍵難灘顯　繍紫　　　　　　　　　　　難灘

鍵灘灘灘驚灘灘灘灘難纏懸難
業凝操縦繕難灘雛灘雛鑑禦鱒難雑嚢働雛蟹驚　　　　簗縣

欝翻簸鎧轍類繕簸鐵撚…撚難欝籔i　　　　　　難難

鐵盤糞簗灘難i窮

鑛灘鐘i難襲鱒

特定保健指
導に関する

事項

　　
魏

饒難蔑i鞭讐蕪’繕簗難織

鑛醗灘灘識鑛騰畿蒙麟獲雛講
縷躍
縣懇礫灘欝離猿糠簸雛縫顯翻翻叢叢　　　　　　　　　甕鰻

欝縫欝鷺灘難獲簸繍擁雛擁割織　　　　　　　莚醗

鯉．

弼

鎌難蓬灘羅鐵

席κ雌

欝欝灘鰍鱗

鐵灘灘灘籔
欝簸綴織灘

欝鑓撮灘懸講獲獲雛鐵鐵纏縫鐡幾鱗

縣懸鐵鍵鐙灘横縫雛援i纏縫難纏謝意 聾藝磯

糊蝶騰鱒繍機懸撚鐵顯離漿業轍” 董i纐i
霧麟議響繊鐡轍※雛雛鱗蓼譲灘鐡簸
　　オ…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂i

馨鍵篠灘騰繍機懸縦皺徽灘黎難繊灘
服薬鞭顯総獺　　i簾鍵鷺顯難難襲顯灘鎌懸鷲
　　響

鍵鍍鑛

艱難繰懲幾導繍機織鐡鍵撚糠翻i難講窃欝馨
縣鑓穣欝欝灘　機織羨雛綴織難，灘灘 鎌嚢 難鑛

・輩

甕瓢i嚢

鐘灘i鞭騰獺i聾i途顯驚一蕪穫欝無難繊

　鱗鞭鍵裟顯藁糞。藝i

縣鐡醸鎧導灘機織醐灘鑛縫難鎌慧 懸繍

i縣鎧繰鐵欝導鐵懸難灘顯繕雛幾i顯饗購
特定保健指導の対象者数（小計）

特定保健指導の終了者数（小計）

特定保健指導の終了者（小計）の割合

棄醗

1（人）

1（人）

1（％）

　雑　　搬灘i簾藻瀬欝雛轟灘穫難獺ii海里護纏譲購獺

・　羅、嚢i難灘馨難灘欝儀讐鵬灘纏繋鞭

……重墾i難雛鍍購遙◎礁

　＝32＋39

　＝37＋44
　＝47／46＊100

灘欝無鐡
一塵’驚i灘i鞭綴i灘

慧欝灘灘繋擁

離職華羅譲雛

鑛欝灘難羅鋤

鋸i欝i攣灘幾麟難

莚靉靆撫鑓

i欝磯i雛纏灘雛諜

鑑欝i驚雛i響欝霧

第2一二一7一（15）

第2一二一7一（16）

第2一二一7一（17）

※1健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者及び除外基準を満たす者を除く。
※2検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする（懸中の者となることにより・特定保健指導の対象から外れたものを除く）・

※3特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚生労働省令弟157号）

挙薦謝購纈鴛惣畿羅奮縦謙箋滋懸號糠魏雛爵露翻欝醗轟鐙勇礁講麟罐鷺誇
藁鷺羅畿臨症候群該当者の割合等ノ1、数点以下の数値が生じうる噸につし・ては、小数点以下第2位で四捨五入を行い、ノ1・数点以下第1位までの値で記録するこ

ととする。なお、小数点以下の数値が生じない場合は小数点以下第1位については0を記録する。
※網掛部分は、当面は算出可能な保険者のみ入力（し　　ノ’オ”　　24　　　　　　　・　必須項目とはしない。但しNo3Z37，39μはN・46－48を算出するために入力し

集く黛翻鯉として健診結果．質問票情報及び保健指導情報のデータから集計を行う．なお、備考欄に算出式のあるものについては・健診結果・質問票等から集計しなくとも

算出式を用いることで集計値の作成が可能。



健診結果・質問票情報
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身長

体重

BMI

内臓脂肪面積

腹囲（実測）

腹囲（自己判定）

9トの161603〔㎜001 腰回（自己申告）

9陶56一” 既往歴

日 士

9A75200000㎜1

9A751000000000DO1

9A7650D〔㎜1

9A762000㎜1
9A76、00㏄㎜）1

9N141αX㎜011

3FO15C〔㎜～327101

3FO1500C艘327201

3FO15㎜399901

3FO70〔X〕㎜327101

3FOフ000COO23272〔）1

3FO70（㎜399901

3FO77㎜327101

3FO7700C艘327201

3FO770㎜399901

3E期5㎜327201

3E塒50〔XX）02399901

3BO45000〔X）232フ201

3BO45CくXXX辺399901

3BO90000002327101

3B〔900（XXXン2399901

（具体的な既往歴）

自覚症状

（所見）

他覚症状

（所見）

収縮期血圧（その他）

収縮期血圧（2回目）

収縮期血圧〔1回目）

拡張期血圧（その他）

砿蜘圧〔2回目）

拡張期血圧（、回目）

採血時間（食後）

中性脂肪〔トリグリセリド）

HDLコレスデロール

U》Lコレステロール

GOT（AST）

GPT（ALT）

γ一GTてγ一GTP〉
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　　　3【）（ン45〔㎜192〔×K〕2

　　　3［Xン15C㎜）1927102

　　　3DO45㎜1999902

空腹時血糖

HbAl　c
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1AO2000000019川1尿糖

1AO2000000D190111
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1舶1㎜190川

一〇1930102
2崩㎜9蝕0101
2AO20〔〕（X〕〔〕D↑930，01

尿蛋目

ヘマトクリット値

血色素童［ヘモグロビン値1
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9A110160800000049
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9E1001660000⊃CO11

9E1001661㎜11

9E1001662㎜11

9E100166300000011

9E，001609000DOO49

9EIOO161000000049

9N501α㎜11
9卜606000000000011

9随”00000㎜49

9N516000000000049

9卜」701〔一”

9卜σ01コ67〔㎜9

9N701167100000D49

9N706α㎜11
9Nワ06167000000049

9卜ξア0616フ1〔㎜49

9N711000㎜0”

9N711167〔㎜9

9N71116710〔㎜9

9N7160㎜〕11

9N721〔㎜11
9N726〔DOOOOOαP”

9N731〔㎜0000011

9N7360000000000”

9N741α〕00000000”

9N746〔㎜℃011

9N751000㎜11

9Nフ56α㎜011

9Nフ61〔一”

9N766（㎜）11

心電図（所見の有無）

心電図（所見）

心電図（実施理由）

眼底検査（キースワグナー分類）

眼底検査（シェイ工分類：H）

眼底検査（シェイ工分類：S）

1贓吏査（SCOTT分類）

眼底検査（その他の所見）

眼底検査（実施理由）

メタボリックシンドローム判……：

裸健指導レベル

医師の診断（判定）

健康診断を実施した医師の氏名

服薬1（血圧）

麟D
（服薬理由）

服薬2（血糖）

（薬剤

（服薬理由）

服薬3（脂質）

〔薬恥

（服薬理由）

既往歴1（脳血管）

既往歴2（心血管う

既往歴3（腎不全・人工透形つ

貧血

喫煙

20歳からの体重変化

30分以上の運動習慣

歩行又は身体活動

歩行速度

1年間の体重変化

食べ方1（早食い等）
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9卜ρ91㏄㎜”

9N7960000000DOO11

9N801α㎜D11

9N806〔㎜11

食べ方2（就寝前）

食べ方3（夜食ノ間食）

食習慣

欲酒

飲酒量

睡眠

生活習慣の改善

保健指導の希望
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数字　　　㎏
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1：実測

2：自己測定

3：自己申告

3：その他

2：2回目

1：1回目

3：その他

2：2回目

1：1回目

1ゴ可書勝法（酵素比色土去・グリセロール；自失）

2：紫夕梧吸光光度法（酵素比色法・グリセロール消去）

3その他

1：可視吸光光度法〔直接法（非沈殿法））

2：紫外吸光光度法（直接法（葬沈殿法））

3その地

1：可主騰法（直後法（非沈殿法））

2：紫夕｝』！嚇法（重縁ピ法（ヲF鴻’去））

3その他

1：紫タ服光光慶法（JSCC標準化対応法）

2その他

1．紫外吸光光度法（JSCC標準化対応法）

2その他

1！可聖騰法（JSCC標準化対応法）

2その他

那監9 ．す係φマ～男臼層理．

噸；弓亨葉憩う黙2i搬藁酵F蔓黛

特記すべきことありの場合に記載

平1顎顎 「回目」二「～四脚ゆ即興

平顎等 f廻恥「寧動鱒ゆ1斡脚

1食後10時間未満、2食後1α時間以上

乳脚．

牒！．

弓散点以下1桁

小観点以下1桁

’1脇点以下‡桁

小凱φ以下1桁

小筑点以下1桁

小数点以下1桁

1特記すべきことあり．2特言己すべきこと此ん

1特記マベきことありの場合に記載

1特記すべきことあり、2．特記すべきことなし

特記すべきことありの場合に記載

1、1、凱点以下1桁

一

1：電位差法（ブドウ糖酸化酵素電極法）

2：可視吸光光度法（ブドウ糖酸化酵素法）

一飯翻法1べ手ラ尋ナーゼ法クル」キナーゼ法ブ
ドウ．糖脱水素酵素法）

4その他

1：免疫学的方法（ラテックス凝集上騰法等）

2：月PLC（不安定分百除去HPしC法）

3：酵素法

鷲

鷲

ヅdI

万／mm3

特定健康診査においてこの項目に結果が記録される場合、「採血時間（食後）」のコードが記録されている

場合は「2：食後10時間以上」である必要がある

小数点以下1桁

小数点以下」桁

小数点以下1桁

4その他

1：試験紙法（機械読み取り）

2二鋤免叢鐙去（目t見｝去）

小数点以下，桁

1：一、2：±、31＋、4二＋＋、5：＋＋＋

1　　、2二±、3二＋、4：＋＋、5：＋＋＋

1＝凶険峯鐙去（胡繊み取り） 1．一、2：±、3．＋、4二＋＋、5：＋＋＋

2試験紙法旧規法）

自動血球算定装置

自動血球算定装置

1：一軸2　 3　 4二＋＋、5：＋＋＋

’j脇点以下；桁

’j脇点以下1桁

自動血球算定装置

検査結果が記録されている場合は必須（他の健診結果の受領分以外）

1：所見あり、2：所見なし

所見ありの場合に記載

検査結果が記録されている場合は必須（他の健診結果の受領分以外）

1f製2：1、3：Ha、4こ∬L5二皿、6｛V

l　f）、2：1、3：2、43、5：4

10」2二1、32、43、54

111（8〉、2：1（b改3：∬、4二皿（ム）、5：皿（b）、6：1》、7：V（a）、8：V（b）、9：V！

そ乙ヴ栖～δ新党1お寧1髭芳養琵－角C、五『る場吾にうし、で1ま、輔で諦見琶看識すること．また、菖ご6丁丁分一’

類を用いて嵐．｝る場合で異富がない場合において燐、，まの旨を記載薫ること．＿．＿．．．

検査結果が記録されている場合は必須（他の健診結果の受領分以外）

1：基準該当、2：予備群該当、3：非該当、4革淀不能

1：積極的支援、2：動機付け支援、3：なし、4：判定不能

受診者の事情（生理中等）により検査を撫勲触た場貪り理由の挿乗を含蔓

1服薬あり、2服薬なし

1服薬あり、2蝦薬なし

1服細り、2蝦韓レ

11はい、2いいえ

1・はい、2いいえ

1〔ユし、、2Lやし、え

｛まい、2いいえ

1はい2いいえ

1．はい、2いいえ

t｛コし、、2L、し、フし

1｛ユし、、2圭、し、え

1〔ユし、、2L、し、え

1はい、2L・いえ

1速い、2．5・つう、3遅い

1｛；！し、、2L、し、フし

1〔ユし、、2L、し、フし

1｛ユい2いいえ

1．毎日、2時々、31ほとんど飲まない

1：1合未満、2：1～2合未満32～3合未満、4β合以上

1二はい、2主・いえ

1意瓢、ゑ意志あり（6が月以内）、ざ意志あジ’G鼠・うぢ｝、為取繕済み（6ヶ月乗満）、5取組済み【6ケ

月．u．b．

1｛ユし、、2L、し、フし

注）O…必須項目、ロ…医師の半1』断に基づき選択的に実施する項目（要実施理由）、●・一いすれかの項目の報告で可（両方記録されていても差し支えない）、☆…情報を入手した場合に限り報告



保健指導情報
ン

1001 O O 1020000001 支援レベル コード 1積極的支援、2動機づけ支援（健診結果に基づき階層化された区分）

1002 △ △ 1020000002 行動変容ステージ コード
1意志癒し、2意態あり（6ザ月以内）．3意志あり（近いうち）、

@　　　　6　　、’　5　　　　　〔　　じ

1004 O ○ 1022000011 初回面接の実施日付 年月日 YYYYMMDD

1005 O 一〇 10220000苫2 初回面接による支援の支援形態 コード 1二個別支援、2＝グループ支援

1006 O O 1022000013 初回面接の実施時間 数字 分

1007 O O 1022000015 初回面接の実施者 コード 1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他

1008 O 1021000020 継続的支援予定期間 数字 週

1068 O O 1042000011 6ヶ月後の評価の実施日付 年月日 YYYYMMDD

1069 O O 1042000012 6ヶ月後の評価の支援形態又は確認方法 コード 1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：電子メール支援

1070 ○ O 1042000015 6ヶ月後の評価の実施者 コード 1：医師、2：保健師．3：管理栄養士、4：その他

10フ1 O O 1042000116 6ヶ月後の評価ができない場合の確認回数 数字 回 確認方法に基づき、評価実施者が行った確認の回数

1072 ○ O 1042001031 6ヶ月後の評価時の腹囲 数字 cm

11073 O O 1042001032 6ヶ月後の評価時の体重 数字 ㎏

1074 △ △ 1042001033 6ヶ月後の評価時の収縮期血圧 数孚 mmHg

1075 △ △ 1042001034 6ヶ月後の評価時の拡張期血圧 数字

馳
1076 O O 1042001042 6ヶ月後の評価時の保健指導による生活習慣の改菩（栄養・食生活） コード 〇二変化なし、1：改菩、2：悪化

1077 O O 1042001041 6ヶ月後の評価時の保健指導による生活習慣の改菩（身体活動） コード 0：変化なし、1：改菩．2：悪化

1078 △ △ 1042001043 6ヶ月後の評価時の保健指導による生活習慣の改薯（喫煙） コード 1：禁煙継続、2：非継続、3：非喫煙、4：禁煙の意志なし

1079 0 1041800117 計画上の継続的な支援の実施回数 数字 回

1080 O 1041101117 計画上の継続的な支援の実施回数（個別支援A） 数字 回

1081 ○ 1041101113 計画上の継続的な支援の合計実施時間（個別支援A） 数字 分

1082 O 104120U17 計画上の継続的な支援の実施回数（個別支援B） 数字 回

1083 O 1041201113 計画上の継続的な支援の合計実施時間（個別支援B） 数字 分

1084 O 1041302117 計画上の継続的な支援の実施回数（グループ支援） 数字 回

1085 O 1041302113 計画上の継続的な支援の合計実施時間（グループ支援） 数字 分

1086 O 1041103117 計画上の継続的な支援の実施回数（電話Aによる支援） 数字 回

1087 O 1041103113 計画上の継続的な支援の合計実施時間（電話Aによる支援） 数字 分

1088 O 1041104117 計画上の継続的な支援の実施回数（e－malIAによる支援） 数字 回

1089 0 1041203117 計画上の継続的な支援の実施回数（電話Bによる支援） 数字 回

1090 O 1041203113 計画上の継続的な支援の合計実施時間（電話Bによる支援） 数字 分

1091 O 104120411ワ 計画上の継続的な支援の実施回数（e－mai旧による支援） 数字 回

1092 ○ 1041100114 計画上の継続的な支援によるポイント（支援A） 数字

1093 O 1041200114 計画上の継続的な支援によるポイント（支援B） 数字

1094 O 1041800114 計画上の継続的な支援によるポイント（合計） 数字 自動計算

1095 O 1042800117 実施上の継続的な支援の実施回数 数字 回 自動計算

1096 o 1042101117 実施上の継続的な支援の実施回数（個別支援A） 数字 回

1097 O 1042101113 実施上の継続的な支援の合計実施時間（個別支援A） 数字 分

1098 O 1042201117 実施上の継続的な支援の実施回数（個別支援B） 数字 回

｛099 O 1042201113 実施上の継続的な支援の合計実施時間（個別支援B） 数字 分

”00 O 1042302117 実施上の継続的な支援の実施回数（グルーブ支援） 数字 回

1101 O 1042302113 実施上の継続的な支援の合計実施時間（グループ支援） 数字 分

1102 O 1042103117 実施上の継続的な支援の実施回数（電話Aによる支拷∂ 数字 回

1103 O 1042103113 実施上の継続的な支援の合計実施時問（電話Aによる支援） 数字 分

1104 O 1042104117 実施上の継続的な支援の実施回数（e－mai1Aによる支1召9 数字 回

1105 0 104220311ワ 実施上の継続的な支援の実施回数（電話Bによる支援） 数字 回

1106 O 1042203113 実施上の継続的な支援の合計実施時間（電話Bによる支援） 数字 分

1107 O 1042204117 実施上の継続的な支援の実施回数（e－mailBによる支援） 数字 回

1108 O 1042100114 継続的な支援によるポイント（支援A） 数字 自動計算

1109 O 1042200114 継続的な支援によるポイント（支援B） 数字 自動計算

”10 O 1042800114 継続的な支壕によるポイント（合計） 数字 自動計算

1111 △ 1042800118 禁煙指導の実施回数 数字 回

1112 O 1042000022 実施上の継続的な支援の終了日 年月日 YYYYMMDD

1113 ☆ 1042000081 委託先保健指導機関番号（1） 数字

1114 ☆ 1042000082 委託先保健指導機関名（1） 漢字

1115 ☆ 1042000085 主対応内容（1） コード 1：個別支媛、2：グループ支援、3：電話、4：電子メール支援

1116 ☆
委託先保健指導機関
@香号（ユ）と同じ

数字

1117 ☆
委託先保健指導機関

@　名（1）と同じ．
委託先保健指導機関名（2） 漢字

1118 ☆ 主対応内容（1）と同じ 主対応内容（2） コード 1：個別支援、2：グルーブ支援、3：電話、4：電子メール支援

1119 ☆ 委託先保健指導機関
@雷号（1）と同し

数字

1120 ☆
屡言モ先保健指導機関

@　名臼．｝と同じ
委託先保健指導機開名（3） 漢字

1121 ☆ 主対応内容（1）と同じ 主対応内容（3） コード 1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：電子メール支援

1122 ☆ 委託先保健指導機関
@番号（1）と同し

委託先保健指導機関番号（4） 数字

1123 ☆
萎言モ先保健指導機関
@　名（1）と同じ　　　　　　　’　　　　　■

委託先保健指導機関名（4） 漢字

1124 ☆ 主対応内容（1）と同じ 主対応内容（4） コード 1：個別支援、2：グループ支援、3：電話．4：電子メール支援

※
※
※

条件：O…必須入力項目、☆・一少なくとも保険者が委託により実施した場合は必須入力項目、△…情報を入手した鳩合は報告

動機付け支援だが、契約により継続的な支援の実施及び保険者への報告が求められている場合（積極的支援に準じた継続的支援を実施する場合）は、報告しても差し支えない（あえて情報を削除する作業を行う必要はない）．

項目1113～1124にっいては、当該保健指導を実施している保険者（又は保健指導機関）が継続的支援の一部を委託（又は再委託）している場合に入力する．



婁 保総発第071（♪0〔）1．号

平成20年7月10日

各都道府県医療構造改革担当（局）長　殿

　　　　　　　　　　　　　ゆしトゆれけへ厚生労働省保険局総務課灘舗

　　　　　　　　　　　課蹉1

保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する

結果に係る記録の様式等について

　標記については、平成20年7月10目付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知
r保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する結果につ

いて」において通知されたところであるが、その記録の様式等については下記のとおりとする

こととしたので、御了知の上、貴都道府県内の市町村及び関係団体等への周知を図られるとと

もに、実施に遺漏なきよう願いたい。

記

電磁的方法により作成する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録は、XMLで記述す

るものとする。

　なお、XMLファ．イルを生成又は読み取るために必要なXMLスキーマ等詳細な技術的要件

については、下記ホームページ（※）を参考とすることとする。

※http：／／㎜．曲go．jp／bunya／shakaihosho／iryouseidoO1／infoO3j・html




